
○航空自衛隊における装備品等の保存業務に関する達

平成 10年 6月 4日 航空自衛隊達第 13号
航空幕僚長 空将 平岡 裕治

改正 平成26年12月10日 航空自衛隊達第82号

令和元年 6月27日 航空自衛隊達第14号

航空自衛隊における装備品等の保存業務に関する達を次のように定める。
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第１章 総則

（目的）

第１条 この達は、航空自衛隊（以下「空自」という。） において創設以来活躍してきた

装備品等の保存業務に関して必要な事項を定め、もって、その装備品等を後世に継承す

るとともに、部内及び部外に対し、空自の歴史と活動の理解及び認識を深めさせること

を目的とする。

（定義）

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) 装備品等 航空機、誘導武器、航空警戒管制用器材、弾薬、武器、個人被服及びこ

れらに準ずるものをいう。

(2) 保存指定装備品等 用途廃止及び不用決定（以下「用途廃止等」という。）される

装備品等（用途廃止等されたものを含む。）の中から保存指定された歴史的価値のあ

る装備品等をいう。

(3) 保存 保存指定装備品等を適正な状態で維持管理することをいう。

(4) 部隊等 編合部隊、編制部隊及び機関をいう。

(5) 保存部隊等 保存指定装備品等を保存する部隊及び機関をいう。

第２章 職責

（航空幕僚長）

第３条 航空幕僚長（以下「空幕長」という。）は、保存指定装備品等の保存業務に関し、

次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 保存指定装備品等の保存にかかわる全般統制及び指導に関すること。
(2) 保存指定装備品等の指定及び解除に関すること。



（航空総隊司令官等）

第４条 航空総隊司令官、航空方面隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、

航空開発実験集団司令官及び補給本部長（以下「航空総隊司令官等」という。）は、保

存指定装備品等の保存業務に関し、隷下又は管理下の保存部隊等に対して監督指導を行

うものとする。

（補給本部長）

第５条 補給本部長は、保存指定装備品等の保存業務に関し、次の各号に掲げる業務を行

うものとする。

(1) 保存に必要な支援に関すること。
(2) 保存指定装備品等の物品管理要領に関すること。
(3) その他空幕長が別に示す支援事項に関すること。

２ 前項に規定する業務についての必要な事項は、補給本部長が別に定めるものとする。

（保存部隊等の長）

第６条 保存部隊等の長は、保存指定装備品等の保存業務に関し、次の各号に掲げる業務

を行うものとする。

(1) 保存管理責任者の指定に関すること。
(2) 保存指定装備品等の保存に関すること。
(3) 保存に必要な補用部品の選定及び保管並びに器材、資料の維持管理に関すること。
(4) 保存状況の報告に関すること。
（保存管理責任者）

第７条 保存管理責任者は、保存部隊等の長が行う保存業務を補佐するものとする。

第３章 装備品等保存委員会

（装備品等保存委員会の設置）

第８条 空幕長は、必要の都度、装備品等保存委員会（以下「委員会」という。）を航空

幕僚監部に設置する。

２ 委員会の構成、運営等については、別に定めるところによる。

（委員会の審議事項）

第９条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 保存指定装備品等の指定及び解除に関すること。
(2) その他保存業務の重要事項に関すること。

第４章 選定、指定手続等

第１節 保存指定装備品等の選定等

（装備品等の分類）

第１０条 保存の対象となる装備品等は、次の各号に分類する。

(1) 航空機
(2) 誘導武器
(3) 航空警戒管制用器材
(4) 弾薬（航空機搭載用ミサイル等を含む。）
(5) 武器
(6) 個人被服（制服、帽子、階級章、航空服、航空ヘルメット等）
(7) その他
（保存指定装備品等の選定基準）



第１１条 保存指定装備品等の選定は、原則として当該装備品等の運用が終了時期にあり、

用途廃止等されるもの（用途廃止等されたものを含む。）の中から、次の各号に掲げる

基準の１に該当するものについて行うものとする。

(1) 実物を見て容易に空自を印象付けることができ、かつ、象徴するもの
(2) 航空防衛力の中枢として、空自の任務遂行に貢献してきたもの
(3) 空自の変遷を示す上で特に重要なもの
(4) 空自の防衛装備史上、特に技術的価値の高いもの
（委員会への諮問）

第１２条 空幕長は、保存指定装備品等の指定及び解除をする場合には、これを委員会に

諮問する。

２ 空幕長は、次条に規定する上申を受けた場合であって必要と認める場合には、これを

委員会に諮問する。

（保存指定装備品等の指定及び解除の上申）

第１３条 部隊等の長は、第１１条の選定基準に該当して保存指定装備品等の指定を要望

する場合には、保存指定装備品等の指定上申書（別紙様式第１）により、当該年度の９

月末までに上級の部隊等の長を経由して空幕長（装備課長気付）に上申するものとする。

２ 部隊等の長は、保存指定装備品等の解除を要望する場合には、保存指定装備品等の解

除上申書（別紙様式第１）により、上級の部隊等の長を経由して空幕長（装備課長気付）

に上申するものとする。

第２節 保存指定装備品等の指定、解除等

（保存指定装備品等の指定及び解除）

第１４条 空幕長は、委員会の審議結果に基づき保存指定装備品等を指定する。

２ 空幕長は、保存指定装備品等が、その価値を失った場合又はその他特別の理由がある

場合には、委員会の審議結果に基づき指定を解除する。

（指定（解除）等の通知）

第１５条 空幕長は、保存指定装備品等の指定又は解除をした場合には、保存指定装備品

等の指定（解除）通知書（別紙様式第２）を保存部隊等の長に送付するとともに、当該

保存部隊等の上級の部隊等の長及び補給本部長並びに当該保存指定装備品等に関連する

分任物品管理官にその写しを送付する。

２ 空幕長は、第１３条に規定する上申を行う部隊等の長（以下「上申部隊等の長」とい

う。）と、前項に規定する保存部隊等の長が異なる場合にあっては、上申部隊等の長（上

級の部隊等の長を含む。以下この条において同じ。）に対して保存指定装備品等の指定通

知書の写しを送付する。

３ 空幕長は、第１３条の規定に基づき上申されたものを保存指定装備品等に指定しない

場合又は解除しない場合には、当該上申部隊等の長に対してその旨を通知する。

（保存指定装備品等の用途廃止等に伴う業務）

第１６条 保存指定装備品等の用途廃止等に伴う業務は、第１８条第１項の規定によるほ

か、関連規則等によるものとする。

（指定数量）

第１７条 保存指定装備品等の指定数量は、原則として２組を基準とする。

第５章 保存指定装備品等の保存の実施

（保存形態）



第１８条 保存指定装備品等は、その本来の用途について再使用しないものとし、原則と

してその構成品は運用時の形態で保存する。

２ 保存指定装備品等の中で、大型装備品等（大型航空機、警戒管制用器材、大型車両搭

載装備品等）は、第１５条の規定に基づく通知により、その構成品の一部又は写真等を

もって保存に代えることができるものとする。

（保存場所）

第１９条 保存部隊等の長は、保存指定装備品等を屋内に保存するものとする。ただし、

これにより難い場合には、屋外に保存することができる。

（保存要領）

第２０条 保存部隊等の長は、保存指定装備品等の保存に当たり、保存前の安全、防せい

処置等及び保存後の定期的な点検等を実施するものとする。

２ 保存部隊等の長は、第１８条第２項に規定する写真等について保存指定装備品等に準

じて取り扱うものとする。

（保全）

第２１条 保存部隊等の長は、保存指定装備品等で秘密又は特定秘密にかかわる物件につ

いては、関連規則等に基づき保全処置を講ずるものとする。

（報告）

第２２条 保存部隊等の長は、保存指定装備品等の保存において、次の各号に掲げる事項

に該当した場合には、速やかにその状況等を装備品等状況報告書（別紙様式第３）によ

り、上級の部隊等の長を経由して空幕長（装備課長気付）に報告するものとする（１２

－Ｕ１－ＡＲ（Ｄ））。

（1) 屋外において保存する保存指定装備品等に塗装を実施した場合
（2) 災害等による損傷を受けた場合
２ 保存部隊等の長は、前項に規定する装備品等状況報告書の写しを補給本部長に送付す

るものとする。

第６章 雑則

（委任規定）

第２３条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な事項は、部隊等の長が

定めるものとする。

附 則（平成１０年６月４日航空自衛隊達第１３号）

この達は、平成１０年６月４日から施行する。

附 則（平成２６年１２月１０日航空自衛隊達第８２号）

この達は、平成２６年１２月１０日から施行する。

附 則（令和元年６月２７日航空自衛隊達第１４号）（抄）

（施行期日）

１ この達は、令和元年７月１日から施行する。



別紙様式第１（第１３条関連）

発 簡 番 号(120)
発 簡 年 月 日

航空幕僚長 殿

（装備課長気付）

発簡者名 印

保存指定装備品等の指定（解除）上申書

項 目 内 容

分類

装備品等名

（機体番号、物品番号等）

保有部隊等

装備品等の状態

理由

指定（解除）要望年月

保存予定場所

その他

注：１ 装備品等の状態の欄は、現状及び修復箇所の有無について具体的かつ簡明に

記載する。

２ 理由の欄は、必要性等を具体的かつ簡明に記載する。

３ 保存予定場所の欄は、指定上申の際、施設名及びその状況等を記載する。

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第２（第１５条関連）

発 簡 番 号(120)
発 簡 年 月 日

殿

航空幕僚長 印

保存指定装備品等の指定（解除）通知書

項 目 内 容

分類

登録番号

指定（解除）装備品等名

（機体番号、物品番号等）

保存形態

指定（解除）年月日

指定（解除）理由

保存開始年月日

保存部隊等

安全処置要領（武器）

その他

配布区分：補給本部長

注：１ 登録番号の欄は、年度ごとの登録順とする。

２ 配布区分については、補給本部長を除き次のとおりとする。

(1) 航空総隊司令官等、分任物品管理官については、当該装備品等に関連した場

合に記載する。

(2) 上申部隊等の長については、第１５条第２項に該当した場合に記載する。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。



別紙様式第３（第２２条関連）

発 簡 番 号(120)
発 簡 年 月 日

航空幕僚長 殿

（装備課長気付）

発簡者名 印

装備品等状況報告書（１２－Ｕ１－ＡＲ（Ｄ））

項 目 内 容

分類

登録番号

装備品等名

（機体番号、物品番号等）

装備品等の状況

その他

配布区分：補給本部長

注：１ 装備品等の状況の欄は、具体的かつ簡明に記載する。

２ その他の欄は、部隊要望等、必要事項を記載する。

３ 災害等による損傷を受けた場合の報告にあっては、その状況の写真を添付する。

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。


